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   期間設定型積立投資信託 
  「ミライへのおくりもの」を取扱い開始します！  

    ～～創創業業１１４４００周周年年記記念念事事業業～～  

 

 
百十四銀行（頭取 綾田 裕次郎）は、創業 140周年記念商品として、2018年5月1日（火）より期間設定型 

積立投資信託「ミライへのおくりもの」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせします。 

「ミライへのおくりもの」は、積立期間を設定した積立投資信託の愛称です。積立期間と毎月の積立金額をあら 

かじめ決めておくことにより、計画的な資産づくりに投資信託をご活用いただけます。 

積立期間は 1年・3年・5年・フリー（1年以上、１ヵ月単位）からお客さまのご要望に応じたプランをお選び 

いただき、終了年月をお迎えになるお客さまには事前に百十四銀行よりご案内いたします。 

当行はこれからもお客さまのニーズに幅広くお応えできる商品の提供につとめてまいります。 

 

 

記 

 

商品概要 

ご利用いただける方 個人及び法人のお客さま 

対象商品 積立投資信託の対象商品（分配金再投資コースのみ） 

積立期間 1年プラン・3年プラン・5年プラン・フリープラン（1年以上、1ヵ月単位） 

お申込み単位 
1,000円以上、1,000円単位 

※年2回まで特定月の増額が可能です。 

口座振替日 自由（銀行休業日の場合は翌営業日） 

引落終了年月 

ご指定いただいたプランの年数後における初回引落月の前月となります。 

（例）初回引落月が2018年5月の場合の引落終了年月 

    1年プラン ：2019年4月 

    3年プラン ：2021年4月 

    5年プラン ：2023年4月 

 

◇取扱店 ：百十四銀行の本支店及び出張所（114ヵ店） 

      （坂出市役所出張所、丸亀市役所出張所、観音寺市役所出張所を除く） 

以 上 

 

 

 

 

 

 


